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これからの市民安全の課題と展望

　ご紹介をいただきました内閣府参事官の安部でござい

ます。よろしくお願いいたします。今日は、日本で３番

目のセーフコミュニティの認証を厚木市が受けられると

いうことで、まずは関係者の皆さん、おめでとうござい

ます。また、このおめでたい席にお招きをいただきまし

て、どうもありがとうございました。政策統括官付参事

官というあまり聞き慣れない言葉かと思いますけれども、

普通の国の役所で言えば、政策統括官は局長であります。

共生社会政策担当統括官ですので、共生社会政策局交通

安全対策課長兼自殺対策課長というのが、普通の役所な

らそういうかたちの肩書だと思います。ちなみに、私の

上司の政策統括官は、その名前を聞けば、きっと「あ、

あの人か」という人です。

　私は交通安全対策と自殺対策を担当しておりまして、

それぞれセーフコミュニティにかかわっているので、そ

の両方のことから話させていただきます。

　まず、交通安全の話から入りたいと思います。このグ

ラフ（スライド№３）は見た方も多いかと思いますけれ

ども、赤い線が昭和26年からの交通事故の死亡者の推移

でございます。昭和26年、27年は5,000人を切っていまし

たが、それからすごく伸びまして、昭和45年がピークで

した。このときは、何と１年間で１万6,765人の方が交通

事故で亡くなられました。交通戦争と言われた時期でご

ざいます。これは何とかしなくてはいけないということ

で、昭和45年に交通安全対策基本法という法律ができま

した。関係者一丸となって交通安全に取り組もうという

ことで、翌年の昭和46年から５カ年計画である交通安全

基本計画というのを作ってきまして、今は第８次の計画

です。来年は第９次の新しい計画を作るということで、今、

その新しい基本計画の作業を鋭意作業中でございます。

　その交通安全対策の甲斐があったのか、45年をピーク

にだいぶ減りました。昭和54年には、8,466人といったん

底を打ちました。けれども、その後また増えまして、平

成４年に第２のピークを迎えます。このときが、１万

1,451人です。この第２のピーク後、あとはずっと減って

きまして、昨年の平成21年は、ついに4,914人ということ

で5,000人を切りました。これは昭和45年の３分の１以下

となっています。その5,000人を切ったというのは、昭和

27年以来ですので、57年ぶりということでございました。

　ただし、この死者数というのが三つございまして、今

の赤の線は、警察の統計で使っています24時間以内の死

者数でございます。あと、30日以内の死者数というのも、

最近は警察が統計を取り始めました。世界的には、30日

以内死者数というのが世界標準の統計でございます。30

日以内ですと、5,772人でもっと多いです。また、１年以

内の死亡数というのも厚生省が統計を取っていますが、

それを見ますと7,314人。即死の状態ではなくて、交通事

故で重傷を負われて、それからある程度たってから亡く

なられる方も多いわけで、24時間死者数では5,000人を

切ったといえども、実際は、それ以上の多くの方々が交

通事故で亡くなられているわけでございます。

　この（スライド№３）点線は、負傷者数と事故発生件

数の推移です。平成４年を第２のピークにしまして死者

数はどんどん下がってきたわけですが、平成４年以降も

事故件数と負傷者数は平成16年まで増え続けてきたわけ

です。平成16年以降、最近の５年間は減ってきておりま

すが、昨年でも91万人を超える方が負傷されています。

私は自殺対策と交通安全対策の両方を担当している者な

ので、政治家の方々から、「今は自殺の数がすごく多いと。

交通安全は5,000人を切ったのだからもういいじゃない

か、これからは自殺のほうを一生懸命やってくれよ」と

いう話が出ることもあります。

　これに対しては「交通事故の死者数はこれだけ減りま

したけれども、まだまだ少なくはありません。負傷者数

を見てください。90万人の方が事故に遭って被害を受け

ています。交通安全の必要性はいささかも減っていませ

ん」ということを政治家の皆さま方に強調しているとこ

ろであります。

　この次のグラフ（スライド№４）が、「年齢層別交通事

故死者数の推移」です。この紫色の線が16歳から24歳の

若者です。従来は若者がすごく多かったのですけれども、

近年は、若者の死者数というのが急激に減ってきており

ます。減らないのは何かといいますと、この赤い線の65

歳以上の高齢者です。今、全死亡者のうちの65歳以上の

占める方の割合というのは49.9％ということで、約半分

です。恐らく今年は50％を超えるのではないかと思いま

す。ですので、高齢者の死亡事故をいかに防ぐかという

ことが今日の交通安全の最大の課題でございます。
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　これ（スライド№５）は、65歳以上の方をさらに75歳

以上とで分けたものです。75歳以上の方々の死者数が全

然減っていないというのがわかると思います。65歳から

74歳の減りに比べて、75歳以上の方が減っていません。

人口10万人あたりの死者数を見ますと、日本全体では、

10万人当たり3.85人ですが、75歳以上では11.63人になっ

ておりまして、人口比で見ても75歳というのは日本国全

体の３倍の割合の方が亡くなられている状況でございま

す。

　（スライド№６）高齢者の問題としては、被害に遭わ

れるという方だけではなくて、高齢者の方が起こされる

事故というのも、非常に大きな社会問題となっています。

全体として事故の件数は減っているのですが、75歳以上

の方が、第１当事者として事故を起こされた件数は、平

成11年は271件だったのが、21年は416件ということで、

大幅に増加してきております。

　だから、高齢者の方が事故を起こさないようにどうす

ればいいのかということで、今、高齢者の方の運転免許

証の自主返納などに取り組んでおりますけれども、どう

したら運転をしないで高齢者の方が暮らしていけるのか。

そういう町づくりと一緒に考えていかなければなかなか

解決できない問題だなと思っております。

　また、この次に、「状態別の交通事故死者数の推移」

（スライド№７）ですが、以前は、当然のことながら自動

車乗車中、これには運転者も同乗者も入りますけれども、

この自動車乗車中の死亡者が多かったわけですが、自動

車乗車中の死亡者の数は、近年どんどん減ってきており

ます。減らないのが歩行者の死亡者ということで、平成

20年に、ついにこの数字が逆転しまして、今は歩行中の

死者が一番多いです。死亡事故の３人に１人以上が歩行

中の死者でございます。だから、歩行者の安全対策をど

うするのかということも今日の課題でございます。

　今言いました状態別と年齢層別の交通事故死者数をマ

トリックスにしたのがこのデータ（スライド№８）です。

歩行中の死者数のうちの７割が65歳以上の方です。また、

自転車乗用中の交通事故死者数のうち65歳以上の占める

割合が64％ということで、高齢者の歩行者、自転車乗用

中の方々をどうやって守っていくのかということが大事

だと考えております。

　これ（スライド№９）は欧米諸国との比較ですが日本

は歩行中の事故、自転車乗用中の事故で亡くなられる方

が非常に多く、欧米諸国と比較しても突出しているとい

うことがわかると思います。

　（スライド№10）年齢別の交通事故死者数を諸外国と

比較したものです。日本は諸外国と比べまして高齢化が

進んでおりますので、65歳以上の人口は、今22％を超え

ています。人口比ですと22％にすぎない65歳以上の方が、

交通事故死者数の中ではほとんど半数を占めます。人口

比と交通事故死者数の割合がこれだけ違っているという

のも諸外国にはないわけでございまして、日本というと

やはり高齢者の交通事故、これが極めて大きな問題だと

いうことがわかると思います。

　次に、最近よく問題になっています自転車の事故のグ

ラフ（スライド№11）です。この上の青い線が、自転車

が対自動車と事故を起こしたものです。それから、黄色

い線が自転車相互、ピンクの線が対歩行者です。ここで

気を付けてほしいのは、目盛りが違いまして、対自動車

は左の目盛りでございます。平成21年で言いますと、対

自動車は13万件です。それから、自転車相互は3,900件で、

対歩行者は2,934件ということで、けたが２けた違います。

対自動車につきましてはほとんど横ばいで来ております

けれども、自転車相互は、平成９年と比べますと、平成

21年は614ということで６倍以上です。対歩行者の数は

464ということで５倍近く増えてきています。

　これは、最近新聞などでもよく引用される数字なので

ございますけれども、この10年で自転車の対歩行者の事

故、自転車同士の事故がこれほど増えたということにつ

いてはいささか疑問があるなと思います。これは、警察

のデータでございますので、警察に届けられている数字

はこれだけ増えてきました。ある自転車団体のデータで

すと、「歩行者が自転車とぶつかった場合に、警察に届け

ますか」とアンケートを採ったところ、６％しか届けな

いという数字もありましたので、この数字そのものが実

数とは言えないと思います。ただし、これだけ警察に届

けられた件数が増えてきたということは、自転車の事故

が大きな社会問題化してきているということは間違いな

く言えることだと思います。

　最近、毎日新聞などでもこの自転車の事故を特集して

おりますけれども、自転車の事故を起こしまして、相手

方を死亡させたりとか、重傷を負わせたりとかというこ

とで、数千万円の損害賠償を求められる事案というのも

最近は少なからず起きているところでございます。自動

車と違いまして自賠責という制度がございませんので、

加害者のほうも支払える能力はなく、加害者、被害者と

も大変不幸になられるということが起きています。この

自転車の保険につきましては、以前は、自転車総合保険

というのが商品として保険会社にあったのですが、最近

は、そういうのがだんだんなくなってきているようです。

ただし、火災保険とか、自動車保険には個人賠償責任保

険を特約として付けることができます。皆さんには、き

ちんとこういう特約が付いているのかどうなのか、ご自

身の保険を改めて確認していただきたいと思います。自
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転車に乗るならば、きちんとそういう保険に入っておく

というのが一つのエチケット、社会マナーかなと思いま

す。ぜひ保険に入った上で自転車を運転していただきた

いと思います。

　最近、自転車の問題が大きな社会問題化しているとい

うことで、警察も取り締まりに熱心になってきました。

この折れ線グラフ（スライド№12）が検挙件数です。平

成17年は326件だったのが、21年は1,616件ということで

すので、このたかだか４年間で５倍近い検挙件数になっ

ております。この棒グラフは指導警告票交付件数で、検

挙まではしないけれども注意喚起するために書面を渡す

というものです。これが4年前は100万件だったのが、平

成21年は200万件を超えているということで、警察も自転

車問題にしっかり取り組んできています。

　あと、もう一つの最近の話としまして、生活道路とい

うことがございます。この折れ線グラフ（スライド№13）

を見ていただきたいのですけれども、左側は「生活道路

（車道幅員5.5メートル未満）における交通死亡事故件数

の推移」でして、全体に死亡事故件数が減っている中、

生活道路の件数はなかなか減らないということで、生活

道路で起きる死亡事故の割合というものが近年やや高ま

る傾向にあります。右のほうは、「生活道路における交通

事故件数の推移」ですけれども、事故件数のほうで見る

と、やはり顕著に右肩上がりのグラフになっていると思

います。ですので、身近な生活道路における事故の占め

る割合が増えてきているのだということになります。

　また、その死亡事故、特に歩行中、自転車乗用中の交

通事故死者数がどこで発生しているかというのがこの

データ（スライド№14）です。左側が歩行中でございま

す。濃い紫色というのが自宅から500メートル以内、いわ

ゆる生活圏で起きている事故の割合です。歩行中の交通

死亡事故は、生活圏500メートル以内で起きている事故が

６割近いです。また、自転車のほうを見ましても、500メー

トル以内の生活圏で起きている死亡事故が４割近いとい

うことで、極めて身近なところで事故が起きているとい

うことでございます。

　「道路種類別の死傷事故率」（スライド№15）ですが、

交通事故の全体の件数だけで見ますと、幹線道路という

ものが圧倒的に交通量は多いですから、事故数の大半は

幹線道路で起きています。このグラフは何かというと、

車１台が同じ距離を走ったときに、生活道路と幹線道路

と、どちらの事故が起きやすいのかということでござい

ます。１億台キロ当たりの件数ですので、車１台が１億

キロ走ったら何件死傷事故が起きるかということです。

生活道路は208件、幹線道路は91件ということでございま

すので、この生活道路というのは幹線道路の2.3倍も事故

が起きやすいということで、非常に危険性のあるところ

です。生活道路の中を自動車がどんどん走ると極めて危

険だということがわかると思います。

　生活道路の対策をどうしようかということは、新しい

基本計画の中の課題でもございます。今、警察のほうで

も、今年度と来年度の２カ年をかけて、規制速度の全面

的な見直しを進めています。規制が厳しすぎるところに

ついては緩和するという話も一方ではありますけれども、

生活道路で、やはり歩行者の安全確保が必要な道路につ

きましては、地域住民の方々の意見も聞いた上で、原則

30キロメートルに規制していこうではないかと、そうい

う話が出てきております。

　欧米諸国などでも、ゾーン30ということで面的な対策

を講じまして、生活空間内では30キロメートル以上のス

ピードは出さないようにさせています。車の速度が30キ

ロメートルを超えるかどうかで、死亡へつながるかどう

かというのは劇的に変わるそうです。ですので、やはり

厚木市におかれましても、いかに安全な生活空間を作っ

ていくのか、こういう交通安全対策を町づくりの中でぜ

ひ取り組んでいただきたいと思っているところでござい

ます。

　あと、最近交通死亡事故が減ってきた理由は何かとい

うことで幾つかご紹介したいと思います。よく言われて

いることは、まず、シートベルトの着用率が向上してき

ました。（スライド№16）薄いピンクの線がシートベルト

の着用率です。あと、この濃い紫が致死率です。自動車

事故死傷者数のうち死者の占める割合が致死率というこ

とですけれども、シートベルトの着用率の向上に伴って

致死率が下がってきています。真ん中の四角に書いてお

りますけれども、シートベルトの着用、非着用で、致死

率が13倍も違います。これは全座席の平均です。最近は

後部座席も義務化されておりますが、前列はほとんどの

方が大体シートベルトをしておりますけれども、後部の

ほうはまだまだ少ない状況です。ぜひ後部座席に座られ

ましてもシートベルトの着用を徹底していただきたいと

思っております。

　次に言われていることは、「高速走行の事故の減少」（ス

ライド№17）ということです。「危険認知速度」とは、事

故を起こした車の運転手が危ないと思ったときに、その

車がいったい何キロで走っていたかということです。下

のオレンジの線が80キロメートル超で走っていたという

車ですが、ほかのグラフと比べて顕著な右肩下がりに

なっております。ですから、高速で起きている事故とい

うのが減ってきています。死亡率の違いということも書

いてありますけれども、50キロメートル以下だと0.4％の

死亡率、80キロ超ですと28.3％ということで、80キロ超
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の場合は、50キロ以下の71倍です。ですので、高速で事

故を起こす方が減ってきたということで、だいぶ死亡事

故の数も減ってきています。

　それから、飲酒運転につきましては、いろいろな悲惨

な事故が幾つか相次ぎまして、罰則も強化されるなど、

社会でも飲酒運転は許さないという気運がだいぶ高まっ

てきたところもありまして、やはり激減してきました。

（スライド№18）この濃い青のところが飲酒運転による交

通事故件数でございますけれども、平成11年を100としま

すと、21年は26.9という状況になってきております。

　スピード違反につきましても、（スライド№18）このピ

ンクの部分ですが、11年を100としまして、21年が34.4と

いうことで、３分の１ぐらいに減ってきました。こうい

う悪質な運転の起こす事故というものが減ってきたと言

えます。ただし、減ってきたといえども、飲酒運転がこ

れだけいけないことだと言われているのにまだまだある

ということは残念なことでありまして、飲酒運転の根絶

に向けて、皆さま方のご協力をいただきたいと思います。

　「車両の安全性の向上」についてですが、このグラフ

（スライド№20）は、右に行くほど登録年度が新しい車で

す。その登録年度ごとに10万台当たりの死者数というも

のを出しているのですけれども、全体として右肩下がり

です。要するに、車が新しくなるほど死亡事故を起こす

割合は減ってきており、車の性能の向上ということも死

亡事故の減少に大きく寄与しているということが言える

と思います。

　あと、このほかに救急救命態勢の整備ですとか、医療

技術の向上ですとか、いろいろな要因に基づき、交通事

故死者数が57年ぶりに5,000人を切ったという状況でご

ざいます。

　（スライド№21）今、新しい交通安全基本計画の５カ

年計画を作っているところだと言いました。第８次の基

本計画を今から４年前に作ったわけですけれども、交通

事故死者数を5,500人以下にするという目標は、２年前倒

しで実現できました。それで、次の新しい計画をどうす

るかというところでございますけれども、実は、先月に

中間案というのを公表いたしまして、パブリックコメン

トを実施したところでございます。

　（スライド№22）この中間案においては、新しい道路

交通事故対策の目標としまして、24時間死者数を3,000人

以下とするとしています。今、5,000人を切ったばかりで

すので、５年以内に3,000人を切るというのは非常に厳し

い目標ではあります。厳しい目標ではありますけれども、

その死亡事故をゼロにしていくということが究極の目標

でございますので、高い目標を掲げて、皆さま方のご協

力を受け、１人でも多くの方を減らしていきたい、でき

ればこの目標を実現したいということで頑張っていきた

いと思っております。

　先ほど言いましたように、今の交通安全の問題としま

すと、高齢者の話、それから歩行者、自転車の話、生活

道路の話、こういうことを重点課題としながら各省一体

となって取り組んでいきたいと思っているところでござ

います。

　（スライド№23）この24時間死者数を3,000人というこ

とは、世界標準である30日以内の死者数に換算しますと

大体3,500人になるのです。各国は30日以内死者数で統計

を取っていますので。そこで、各国別のランキングを並

べますと、今日本は、人口10万人当たりの死者数は５～

６番目の辺りにあります。この計画の目標を達成すると、

おそらく人口当たりでは一番交通事故の死者数の少ない

国になれるのではないかということで、今回の新しい計

画は、「世界一安全な道路交通を実現する」ということを

一つの目標にしたいと考えているところでございます。

　時間がなくなってきましたが、次に自殺の話に移らさ

せていただきます。我が国の昭和53年からの自殺者数の

推移（スライド№26）ですが、53年から平成９年までは

２万から２万5,000人の間で推移してきました。ですが、

平成10年に、なぜか前年の２万4,000人台から３万2,0000

人台に急増いたしました。その年から昨年まで、12年連

続で３万人を超える高い水準で続いております。人口10

万人当たり、毎年25人程度の方がお亡くなりになってい

ます。厚木市でも、不幸なことに、昨年55人の方が自殺

で亡くなられていると聞いております。なぜ平成10年に

増えたかということはよくわからないのですが、平成10

年に失業者の割合も増えておりまして、そういう経済的

要因も一つ関係しているのかなとは思いますが、いろい

ろなことが複合的な要因としてありますので、一概には

なかなか言いにくいことだと思います。

　先ほどのこのグラフで見ますと、赤が男性でオレンジ

が女性でございまして、男性は女性の2.5倍で、男性の自

殺率が高いです。これは、日本だけではなくて、諸外国

も大体似たような傾向を示しております。（スライド№

27）その中でどのような方の自殺者が多いかと言います

と、40代から60代の男性です。これは日本の特徴のよう

なのですけれども、働き盛りの方はさまざまなストレス

を抱えているということでしょうか、この年代の男性が

多いです。40代から60代の男性で、自殺者全体の４割と

いうのが日本の状況でございます。この中高年の自殺を

いかに防ぐかということが課題でございます。

　これ（スライド№28）は、死因を年齢別に見たもので

ございますけれども、特に若い世代というのは、がんだ

とかそういう病気になりにくいということもあるので
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しょうが、15歳から39歳までは自殺が死因の一番でござ

います。15歳から19歳は、交通事故等の不慮の事故と同

数なのでございますけれども、この若い世代の死因の第

1位が自殺だということも、先進国の中では、日本がほと

んど唯一の国でございます。

　自殺死亡率の国際比較（スライド№29）ですが、後進

国のほうは、データがなかなか信用性がないこともあり

まして、世界で何番目ということは一概に言いにくいと

思います。ですが、日本が世界の中で高い国であること

は間違いありません。先進諸国、ロシアも入れてのＧ８

の中で比較しますと、日本の自殺率というのはロシアに

次いでの第２位と、ロシア以外のＧ７で言えば、日本が

一番高く、先進諸国の中では日本の高さは際立っている

ところでございます。

　（スライド№31）平成10年から自殺が急増しまして、

大きな社会問題となってきました。それで、やはり何と

かしなくてはいけないということで、平成18年に自殺対

策基本法が成立しました。交通安全対策基本法は昭和45

年ですので、全く歴史が違います。自殺のほうは18年に

法律ができたばかりです。平成18年にこの基本法ができ

まして、19年４月に内閣府に自殺対策推進室ができまし

た。それから、19年６月に自殺総合対策大綱ということ

で、政府としての自殺対策の指針を閣議で決めました。

　これ（スライド№32）は法律の概要ですけれども、こ

この基本理念のところを見ていただきますと、自殺とい

うのは個人の問題だとよく言われましたけれども、決し

てそうではなくて、さまざまな社会的要因があるので、

社会として取り組まなければいけないということです。

自殺の原因というのは複合的な原因があるので、これま

で、厚生労働省を中心とした精神保健的な観点の対策が

中心だったわけですけれども、そうではなくて、実態に

即したさまざまな対策を講じなければいけません。あと、

自殺対策というのは、事前、事後、すべていろいろな段

階での活動をしなければいけないことですとか、あと、国、

地方公共団体、民間の方々、いろいろな方が密接な連携

を持ってやらなければいけないということを書いており

ます。

　（スライド№33）19年の６月に閣議決定された大綱で

すけれども、まず、基本認識としまして、次の三つを書

いております。

　自殺は追い込まれた末の死で、個人の自由な意思や選

択の結果ではありません。ほとんどの自殺というのは、

社会的要因を含むさまざまな要因が複雑に関係していて、

心理的に追い込まれた末の死なのだと。自殺者の多くは、

自殺の直前にうつ病等の精神疾患に罹患した方が多いと

いうことがございます。けれども、実際に精神科の先生

の診察を受けていた方は極めて少ないですので、いかに

精神科の方々の適切な診療を受けることが大事か。そう

いう方々にきちんと足を運んでもらうにはどうすればい

いのかということを社会全体で考えないといけないと思

います。

　自殺は防ぐことができます。自殺の背景となっていま

す社会のいろいろな要因ですとか、経済対策などがあり

ます。それから多重債務の問題です。最近は多重債務の

相談と心の健康相談ということをタイアップしていきま

しょうという話も多くやっております。それから、ハロー

ワークなどだと、当然失業対策で来るわけですけれども、

失業されている方はやはり心の悩みを抱えている方が多

いです。そういう方々を心の悩み相談の担当者と一緒に

するとか、相談に来た方々が専門家の治療を受けられる

ようにきちんと紹介するですとか、そういうことが大事

だということで、いろいろな関係省庁ともお願いしなが

らやっているところでございます。

　自殺を考えている人はサインを発しています。家族や

同僚の方々に対して、やはり自分は心の悩みがあるとい

うことを気付いてほしいという、それをはっきりと言わ

ないでも、何らかのサインを発していることが多いとい

うことが言われています。そういうサインにいかに気付

くか、それに気付いて、専門家の診療だとか相談機関に

いかにつなげていくかの「気付き」と「つなぎ」という

のが、自殺対策においてのキーワードかなと思っている

ところでございます。

　自殺を予防するための当面の重点施策（スライド№34）

ということで、このような９項目を挙げております。自

殺の実態を明らかにするということで、警察のほうでい

ろいろな自殺のデータを取っておりますけれども、内閣

府のほうに警察から毎月データをいただきまして、この

４月からは、都道府県別、市町村別に、自殺のデータな

どを内閣府のホームページで公表するようにしておりま

す。

　右上のところを見ていただきますと、早期対応の中心

的役割を果たす人材をゲートキーパー、直訳すると門番

ですけれども、自殺対策の世界では、こういう自殺の兆

候に気付いて、きちんとした専門家につなげるような、

そういうことができる方々をゲートキーパーと呼んでい

ます。大きな役割を果たされている方は、お医者さんで

すとか、学校の教職員の方々です。あと、多重債務の問

題ですとか、失業の問題ですとか、あと、中小企業の経

営者が経営相談に来たりとかします。そういうところの

相談所の方々が、自殺の予防に対しても中心的役割を果

たしていただきたい、そういう意識を持ってそういう相

談業務をやっていただきたいと。そういう総合的な相談
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をするためにも、それなりのコーディネーターとしての

役割を果たす方の存在が必要でございますので、ぜひそ

ういうコーディネートの役割を果たせる人材を、各市町

村では育成してほしいと思っているところでございます。

　社会的な取り組みで自殺を防ぐということでは、多重

債務の問題、失業問題というような話をいかに心の相談

とつなげていくかです。あと、電車などですと、何もな

いと、つい飛び降りたくなるということで、ホームドア、

ホーム柵とかをきちんと整備していきましょうとか、い

ろいろな対策を総合的にやっているところでございます。

　（スライド№36）昨年度、平成21年度の補正予算で、

地域自殺対策緊急強化基金というのが創設されました。

これまで日本の自殺対策が進んでいなかった一因としま

して、地方のこれに対する財源がない。自殺対策という

ものに対する予算があまりなかったということがありま

す。それで、昨年の予算で100億円計上されまして、内閣

府が都道府県に配りました。地方負担なしで、都道府県

に基金を積んでもらいまして、この基金を使って、平成

21年度から23年度までに３カ年の対策をやっていただこ

うと。お配りしましたのは都道府県でございますが、市

町村も都道府県を経由して使えることになっております。

ぜひ多くの市町村に積極的に取り組んでいただきたいと

思っております。

　厚木市は、今年度、これを活用していると聞いており

ますけれども、全国ですと、せっかくの100億円の基金が

ありながら、この基金を活用して事業を行っているのは、

まだ６割程度です。４割の市町村は、何ら自殺対策を講

じていません。ぜひ、この残りの４割の方々にも着手し

ていただきたいと思っております。

　自殺対策としましては、普及啓発、いろいろな方々に

関心を持ってもらうために広報的な活動も大事だと思い

ます。ですが、命を大切にしましょうということを言っ

ているだけでは自殺の数は減らないわけでございまして、

やはり先ほど言いましたゲートキーパー、実際に自殺に

気付きつなげる人、そういう人材をいかに育てていくの

か。それから、地域のいろいろな自殺防止の関係機関の

ネットワーク化を図るにはどうすればいいのかと。いつ

までも使える基金ではございませんので、こういう地域

の自殺対策の資源、財産となるような使い方をぜひ考え

ていただきたいなと思います。

　今年度、厚木市が何に使っているかと見たところ、ほ

とんどが普及啓発ということでございます。これは決し

て悪いわけではございません。けれども、ぜひ長期的な

観点で地域の財産となるような使い方というものを、来

年度以降は考えていただきたいなと思っております。

　あと、この基金に関連しまして、今年の補正予算は、

今、国会審議中でございますけれども、この中で、地域

活性化交付金というものがございます。3,500億円の予算

規模で、また、基本的には自由に使っていいという内容

でございます。その3,500億円のうち、1,000億円は「住

民生活に光を注ぐ交付金」という名称で別枠になってお

ります。何に使うかというと、一つが地方消費者行政、

二つ目は自殺対策ですとかＤＶ（家庭内暴力）対策です

とかの弱者支援等の対策です。それから、３番目としま

して、知の地域づくりで図書館等の話でございます。こ

の三つのメニューで1,000億円です。自殺にも使える交付

金が、今年度1,000億円、全国に配られます。ぜひこのお

金も大事に活用していただいて、将来に残る人材養成、

地域のネットワーク作り、そういうものにぜひ取り組ん

でいただければと思っておるところでございます。

　これ（スライド№37）は何かといいますと、睡眠キャ

ンペーンということで、今年の３月から内閣府がやって

いるところでございます。実は、これは静岡県の富士市

というところで始められたキャンペーンでございます。

自殺をされる方々は、事前にうつ病というものにかかっ

ている方が多いです。けれども、私はうつ病ではないか

ということで病院に行く人はほとんどいません。なかな

か日本の男性というのは、自分は悩みがあるのだという

ようなかたちでは行きません。ですけれども、眠れない

のだという体の症状の場合は、比較的お医者さんに行き

やすいという話があります。２週間不眠が続いてきたと

きにはうつ病のサインかもしれないと言われております。

そういうことで、２週間眠れないのならば、まずは、最

寄りのお医者さんに行って相談してみませんかと。

　「あなたは眠れています？」というご自身に対しての

キャンペーンではなくて、「お父さん、眠れている？」と。

やはりお嬢さんから、「お父さん、大丈夫？」と声を掛け

られると、自分も行きやすいかなと。だから、悩んでい

る方本人に対するメッセージではなくて、その周辺にい

る方々へのメッセージ、そういう眠れない方に気付いて

ほしいという話であります。　最寄りのお医者さんに行

かれましても、最寄りのお医者さんが、きちんとうつ病

かどうかを診断できないと困るわけです。日本の場合は、

かかりつけ医のほとんどは、残念ながらうつ病に対して

の正しい診断の能力は持っていません。ですので、富士

市の場合は、かかりつけ医に対しての研修というものを

セットでやりました。

　かかりつけ医がうつ病かもしれないと思ったときに、

専門家の病院に行ってもらわないといけません。という

ことで、かかりつけ医と精神科の先生方のネットワーク

というのをきちんと作りました。普段から顔を合わして

知っている仲になりまして、こういう場合にはここへ連
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絡するという地域としてのネットワークができてきてお

ります。眠れない方は睡眠薬などを薬局へもらいに行き

ますので、薬局の方々に対しても、精神科をつなぐよう

なネットワーク、こういうものもやっています。　こうい

うキャンペーンと一緒になって、そういう方々を、相談

に応じる方がいかに専門家につないでいくか、そういう

仕掛け作りというのを、ぜひ地方公共団体の方々はいろ

いろと知恵を出して考えていただきたいと思っておりま

す。

　最後ですけれども、これまでずっと「眠れますか」と

いうキャンペーンをしてきましたけれども、実は、次の

内閣府のキャンペーンとしまして、「誰でもゲートキー

パー」というふうなことをスローガンに掲げてみようと

思っているところでございます。実は、その「誰でもゲー

トキーパー」という言葉は、長崎県が作った言葉でござ

います。長崎県は自殺対策を一生懸命頑張っているとこ

ろでございますけれども、長崎県におきましても、やは

り自殺対策のための相談機関を作り、多重債務の問題も

心の問題も、すべての相談に応じられるような専門家を

育てていこうという動きをしようとしたところ、自死遺

族の方から、「そんな相談機関を作ったって、そこにはな

かなか行けるものではないのです。行けない人がほとん

どなのです」という話が出たことを受け、いかに悩んで

いる方の身の回りで、その心の悩みに気付いて、そうい

う人につなげていくことができるのかと、そういう方々

を育てていこうということで、「誰でもゲートキーパー作

戦」というのを長崎県では展開しています。

　これを、内閣府としても、ぜひ全国展開していきたい

なと思っているところでございます。自殺予防において

は、ここ（スライド№38）に書いてあるような「気付き」、

変化に気付くこと、本人の気持ちに耳を傾けるという「傾

聴」、あと、早めに専門家に相談するよう促す「つなぎ」、そ

れから、暖かく寄り添う「見守り」と、この四つの言葉

がキーワードですが、特に、この「気付き」と「つなぎ」

のできる方を一人でも多く増やす。そういうことを、ぜ

ひ厚木市においてもいろいろな知恵を出しながら取り組

んでいただきたいと思っております。

　交通安全、自殺をはじめまして、厚木市の総合的な安

全力が高まることを祈念いたしまして私の話とします。

ありがとうございました。
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